
まちからのおしらせ（人事行政運営状況の公表）まちからのおしらせ（人権週間／障害者週間）

町職員の給与と人員数の状況

給与の支給 人員数

令和６年４月１日現在の概要をおしらせします。

特別職の給料
町  長 副町長 教育長

月額 月額 月額
750,000円

期末手当

【６ 月期】1.525月分
【12月期】1.725月分 ×［月額＋役職加算額］※役職加算額：月額×45％

※一般行政…議会・総務等　特別行政…教育委員会
　 公営企業等…上下水道・国民健康保険・介護保険

637,000円 593,000円

議会議員の報酬
議  長 副議長 議員

月額 月額 月額
370,000円

期末手当

【６ 月期】　 1.7  月分
【12月期】　 2.0  月分 × ［月額＋役職加算額］※役職加算額：月額×45％

290,000円 260,000円

給料月額（各年４月１日現在）
令和６年度

平均月額

（平均年齢 40.3 歳）
315,100円

給与の種類

毎月決まって支給されるもの

初任給（大学卒）
196,200円

初任給（高校卒）
173,600円

職員数（各年４月１日現在）
令和６年度

一般行政
　  90人

特別行政
　  22人

公営企業等
     12人

合計
   124人

令和５年度 令和４年度

（平均年齢 40.0 歳）
309,600円

（平均年齢 39.0 歳）
299,000円

185,200円 182,200円

161,600円 150,600円

令和５年度 令和４年度

　  90人

　  27人

     12人

   129人

　  89人

　  28人

     12人

   129人

級別の一般職員数

１級 主事補
　    2 人［1.7%］

２級 主事
　  17人［14.0％］

３級 主任主事
     26人［21.5％］

４級 主査
     18人［14.9％］

５級 副主幹
　  20人［16.5%］

６級 主幹
　  22人［18.2％］

７級 課長
     11人［9.1％］

８級 参事
       5 人［4.1％］

※技能労務職を除いた職員数で、上記一般行政の職員数とは異なります。

８級▼

３級

給 料
地 域 手 当
扶 養 手 当
住 居 手 当
通 勤 手 当
管理職手当

職種や勤務に応じた給料表に定める額

給料・扶養手当・管理職手当の合計額の５％

配偶者や子などの扶養人数に応じて支給

町内の住宅所有者や賃貸住宅居住者に支給

運賃や通勤距離に応じて支給

管理職（課長以上）の職責に応じて支給

…
…
…
…
…
…

勤務実績などに応じて支給されるもの

時 間 外
勤 務 手 当
特 殊 勤 務
手 当
期 末 勤 勉
手 当
退 職 手 当

正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給

危険・困難な業務などに従事したときに支給

期末　6月［1.225 月分］　12月［1.225 月分］
勤勉　6月［1.025 月分］　12月［1.025 月分］

勤続年数や退職理由に応じて支給

…

…

…

…

詳しくは
町HPで

4 級2 級 5級 6級 7級

▼1級

5 4広報かいせい 2024.12.1 広報かいせい 2024.12.1

問 総務課　☎84-0310問 福祉介護課　☎84-0316

差別、いじめ、虐待、性被害などの広く認識されてい
る人権問題が依然として絶えない一方、考え方の多
様化や社会変化、SNSの普及などに伴い、思わぬと
ころで人権を侵害してしまう可能性があります。
他の「誰か」のことではなく、人権を守るのも、侵害す
るのも、被害に会う可能性があるのも、自分自身や身
近な人だということを忘れず、あらゆる人の人権を
尊重することの大切さを認識することが必要です。
　

人権擁護委員は、地域に暮らす一人ひとりの大切な
人権を守り、人権侵害を防ぐ役割を果たします。
町では、人権擁護委員が毎月人権相談を実施してい
ます。自分や身近な人のことで「人権侵害かも」と
思ったら、お気軽にご相談ください。

※ 詳細は毎月のおしらせ版をご覧ください。

セクハラ編

　

いじめ編

　

インターネット編

　

障がい者編

　

人権週間 障害者週間
12月４日～10日 12月３日～９日

「誰か」のこと、じゃない

法務省の公式 YouTube
チャンネルでは、身近にある
人権問題を短いドラマで紹
介しているよ！　

障がいの有無にかかわらず、誰もが社会のあらゆる活動に参加できる社会をめざすため、障害者週間に合わせ
て全国で様々な活動が行われます。この機会に、障がい者や障がい者福祉について一緒に考えてみませんか。

みんなの人権110番
0570-003-110

子どもの人権110番
0120-007-110

外国語人権相談ダイヤル
0570-090-911

女性の人権ホットライン
0570-070-810

LINE 公式アカウント
「LINEじんけん相談」
検索 ID  @linejinkensoudan

毎月第２水曜日　９時 30分～ 11時 30分
役場２階 201会議室

地域の相談相手、人権擁護委員

人権相談

その他の相談先

令和６年12月７日（土）
９時30分 ～ 15時 00分

日時

第40回県西地区障害者文化事業 

障害者週間 特別企画

令和７年１月24日（金）～１月31日（金）
８時30分 ～ 17時 15分

日時

ともに生きる社会　かながわ憲章パネル展

小田原市川東タウンセンター マロニエ　
３階ホール及び301集会室

場所

県西地区の障がい者施設・事業所で制作され
た作品の展示や手作り製品の販売、楽器演奏
などの交流会を行います。

内容

開成町役場庁舎
１階町民プラザ

場所

津久井やまゆり園事件を風化させず、「とも
に生きる社会かながわ憲章」の理念を理解・
共有するためのパネル展示です。

内容


